
湖沼水質保全基本方針【環境大臣】

①湖沼の水質保全に関する基本構想

②湖沼水質保全計画の策定、流出水対策地区、湖辺環境保護地区の指定、その他指定湖沼

の水質の保全のための施策に関する基本的な事項

湖沼水質保全特別措置法（湖沼法）と湖沼水質保全計画
水大気環境課

目的 ①湖沼水質保全基本方針の策定
②環境基準の確保が緊要な湖沼に係る湖沼水質保全計画の策定 等

指定湖沼・指定地域の指定
【環境大臣】

湖沼水質保全計画 【都道府県知事】

①水質保全計画の計画期間

②指定湖沼の水質の保全に関する方針

③湖沼の水質の保全に資する事業に関すること

④湖沼の水質の保全のための規制、その他の措置に関すること

流出水対策推進計画
①流出水対策の実施の推進に関する方針
②流出水の水質を改善するための具体的方針
③流出水対策に係る啓発に関すること

流出水対策地区の指定
【都道府県知事】

湖沼指定の申出
【都道府県知事】

（指定の要件）

①環境基準が確保されていないか、確保されな
いおそれが著しい湖沼

②利水状況、水質汚濁の推移等から、特に水質
の保全に関する施策を総合的に講ずる必要があ
ると国が認める湖沼

湖辺環境保護地区の指定
【都道府県知事】

水質保全に資する事業の実施

関係市町村長の
意見聴取

都道府県知事の
意見聴取

閣議決定

閣議決定

・指定地域の住民の意見聴取
・事業実施者、関係市町村長
の意見聴取

・河川管理者協議

環境大臣の同意

公害対策会議

・指定地域の住民の意見聴取
・関係市町村長の意見聴取
・河川管理者協議

関係市町村長
の意見聴取

水質改善に資する
植物の採取等の制限

・下水道、農業集落排水施設、浄化槽の整備、浚渫等の事業を計画的に実施

・流出水対策（雨水地下浸透や貯留施設、農地の水管理の改善や適正施肥の実施等）

汚濁負荷削減のための規制

①湖沼特定施設に対する汚濁負荷量の規制

②みなし指定地域特定施設に対する排水規制【対象：一定規模のし尿浄化槽等】

③指定施設、準用指定施設に対する構造、使用方法の規制【対象：畜舎、魚類養殖施設】

④（さらに必要な場合）総量規制

その他の措置

法、基本方針、
通知に示された
手続き

都道府県知事の申出等により環境大臣が総量削減指定湖沼を指定

１ 湖沼水質保全特別措置法の体系
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２ 全国の指定湖沼 【11湖沼】

八郎湖（秋田）、釜房ダム湖（宮城）、印旛沼、手賀沼（千葉）、霞ヶ浦（茨城・栃木・千葉）、

諏訪湖、野尻湖（長野）、琵琶湖（滋賀）、中海（鳥取・島根）、宍道湖（島根）、児島湖（岡山）

霞ヶ浦〔茨城・栃木・千葉〕

中 海 〔鳥取・島根〕

宍 道 湖 〔島根〕

児 島 湖 〔岡山〕

釜房ダム貯水池 〔宮城〕

諏 訪 湖 〔長野〕

琵 琶 湖 〔滋賀・京都〕

手 賀 沼 〔千葉〕

印 旛 沼 〔千葉〕

野 尻 湖 〔長野〕
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３ 湖沼水質保全計画策定状況
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